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要 旨
本研究は、A市子育て世代包括支援センターの母子保健コーディネーターが捉える母親の悩みの実態を明らかに

することを目的とし、A市子育て世代包括支援センターの3名の母子保健コーディネーターを対象にフォーカスグループ
インタビューを実施した。
分析の結果、64の記録単位、10のサブカテゴリ、3つのカテゴリ（【身近な人々から家事や育児のサポートを受ける

ことが難しいこと】、【子育てに不慣れであること】、【母親になることに対しプレッシャーを感じていること】）が抽出され、
母親の悩みの実態は、多種多様であった。その中において、≪日常生活のサポート者が近くにいないこと≫、≪授乳
が不慣れであること≫、≪妊娠前から精神的問題を抱えていること≫、≪SNS上の親子と我が家の状況の違いに落
ち込むこと≫の4点がより大きな悩みであった。一方で、母子保健コーディネーターの人的資源は不足しており、母親
達を孤立させない支援体制の整備が喫緊の課題であることが示唆された。
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I. 緒言

2000年に児童虐待防止法が成立してから現在に
至るまで、児童虐待予防に関する法律の整備が進
んでいる。2009年には児童福祉法に特定妊婦が明
記されるようになり、周りからの支援が必要な妊
婦を把握する意識が高まりつつある。厚生労働省
（2021）の調査によると、2018年における特定妊婦
は7233人であり、制度が始まった2009年から登録
者数は約7倍に増加している。岡本ら（2021）の報
告によると、特定妊婦から出生した子どもが要保
護児童対策地域協議会に登録される確率が有意に
高いことが示された。そのため、妊娠・出産や育児

を家庭のみに任せるのではなく、地域で支援して	
いくことは重要な課題であると考える。
このことから、地域における児童虐待予防の体
制整備のために、2016年に児童福祉法等の一部改
正に伴い、母子保健法第22条が改正された。妊娠
期から切れ目のない支援を行う「母子健康包括支
援センター」（通称「子育て世代包括支援センター」）
が新たに規定され、市町村は子育て世代包括支援
センターを設置しなければならないと明記された。
2021年4月時点にて、子育て世代包括支援センター
は全市町村の9割を超える1600市区町村にて設置
されている（厚生労働省,2021）。しかし、具体的な
運用は、各市町村に委ねられている。加えて、地域
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母子保健においてポピュレーションアプローチを
行う専門職が捉える現代の母親の実態についての
先行研究は少ないことから、市町村は全ての妊産
婦や親子等誰もが気軽に相談できる体制を整える
ことに困難を抱いている可能性が考えられる。
先行研究である及川ら（2022）は、地域母子保健

にて訪問活動を行う助産師が捉えた乳児を育てる
親の現状として、母親達の生活体験の乏しさや生
活習慣が整っていないことにより子育てを生活に
取り込めない、近年はママ友を新たに作るのでは
なく、従来の友人とのつながりの中で子育てをし
ている、実家からのサポートが得られにくいこと
を挙げている。このことから、今回、妊娠期から子
育て期にわたり切れ目なく支援を行う母子保健
コーディネーターの視点から母親の悩みの実態を
明らかにすることは地域母子保健事業の一助とな
ると考える。そこで本研究では、A市子育て世代
包括支援センターの母子保健コーディネーターが
捉える母親の悩みの実態について明らかにするこ
とを目的とした。

II. 研究方法

1. 研究デザイン

本研究では、妊婦や子育て中の母親の悩みの実
態を母子保健コーディネーターの視点から明らか
にするため、質的記述的研究デザインを用いて、
フォーカスグループインタビューを実施した。

2. 研究対象者

A市の子育て世代包括支援センターに勤務する
母子保健コーディネーターとした。

3. データ収集方法

研究対象者への協力依頼は、A市保健所の母子
保健関係者に研究の趣旨を説明し、対象者3名を
紹介してもらい研究者が直接連絡を取った。研究
参加協力依頼は、口頭と文書にて説明を行い、自
由意思による研究への参加に同意した3名を研究
対象者とした。新型コロナウイルス感染症の対策
のため、複数回でのインタビュー調査が困難であっ
たこと、及び研究対象者同士の語りから有効なデー
タが得られることを考え、面接形態は、フォーカ

スグループインタビューとした。インタビューでは、
まず、職種、勤務形態、勤務経験年数を自記式質問
紙にて収集した。次に、インタビューガイドに沿っ
て、子育て世代包括支援センターにて対応してい
る母親が抱える悩み、母親の悩みに対する支援状
況や支援する中での困りごと、A市の母親への必
要な支援等を語ってもらった。研究者はフォーカ
スグループ内において自由な意見交換を行えるよ
う配慮した。ただし、論点がずれないよう気にか
け、ずれた場合、論点を戻すよう配慮した。インタ
ビューの時間は120分程度に設定した。データ収
集期間は2021年8月とした。

4. データ分析方法

本研究では、「主観的に分析される傾向にある
記述的データを一定の手順により、客観的に明ら
かにすることのできる」というBerelsonの方法論
を参考にした看護教育学における内容分析を用い
て、次のように分析した（舟島,2021）。まず、面接
によって得られた録音内容から個人が特定される
ような表現は避けながら逐語録を作成した。その
逐語録の中から母親の悩みに関する直接的な語り
と実際の相談内容の語りの中から母親の悩みにあ
たるものに焦点をあてて抽出した。その上で、表
現が完全に一致する、もしくは表現が少し異なる
が意味が完全に一致するものを記録単位とした。
そして、記録単位の類似性・相違性を検討しなが
ら、意味内容を損なわないよう分類・集約し、サブ
カテゴリとした。サブカテゴリは更に、高次概念
でカテゴリとした。それぞれの記録単位が各カテ
ゴリ内で占める割合を算出し、母子保健コーディ
ネーターが捉える母親の悩みの実態を把握した。
以下、カテゴリを【　】、サブカテゴリを≪　≫、記
録単位を<　>、[　]内は、各サブカテゴリを形成
した記録単位数とそれがカテゴリの記録単位総数
に占める割合を示す。なお、分析の際、共同研究者
とともに繰り返し協議し、信頼性・妥当性の確保
に努めた。

5. 研究協力市の概要

A市は人口400,755人、年間出生数3,077人であっ
た（2021.10.01現在）（宮崎市,2021）。子育て世代包
括支援センターは、北と南に2か所設置されている。
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母子保健コーディネーターは、会計年度任用職員
として、子育て世代包括支援センター〔北〕に5名、
子育て世代包括支援センター〔南〕に3名在籍して
いる。A市は、子育て世代包括支援センター2カ所
と保健センター4カ所にて母子保健コーディネー
ターや保健師、看護師による全ての妊婦への面接
相談を実施している。その上、妊婦の全数把握や
支援を必要とする妊婦のスクリーニングを行い、
支援方針を定めている。また、母子保健コーディ
ネーターは妊婦や生後12ヵ月までの児を持つ保護
者の相談に対応している。

6. 倫理的配慮

本研究は宮崎大学医学部医の倫理委員会の承
認（承認番号:O-0938）を得て実施した。研究対象
者に研究の意義や目的、研究方法などを文書およ
び口頭にて説明し、研究への参加に対し同意を頂
き、同意書に署名を得た。特に、研究参加における
任意性の保証、研究実施における安全性及び負担
軽減の保証、研究参加者のプライバシーや匿名性、
個人情報の保護に配慮した。

III. 結果

1. 対象者の背景

研究協力の同意を得た母子保健コーディネー
ター3名をフォーカスグループとし、そのうち、子
育て世代包括支援センター〔北〕に在籍している対
象者が1名、子育て世代包括支援センター〔南〕に
在籍している対象者が2名であった。職種として
は、看護師2名、保健師1名、母子保健コーディネー
ターとしての経験年数は、5年以上が2名、3年以上
~5年未満が1名であった（表1）。面接時間は110分
であった。

2. 母子保健コーディネーターが捉える母親の

悩み

分析の結果、64の記録単位、10のサブカテゴリ、
3つのカテゴリ（【身近な人々から家事や育児のサ
ポートを受けることが難しいこと】、【子育てに不
慣れであること】【母親になることに対しプレッ
シャーを感じていること】）が抽出された（表2）。

2-1 【身近な人々から家事や育児のサポート

を受けることが難しいこと】

母親の悩みは【身近な人々から家事や育児のサ
ポートを受けることが難しいこと】であると母子
保健コーディネーターは捉えている。具体的な相
談内容は、≪日常生活のサポート者が近くにいな
いこと≫≪周りに手伝ってもらうことを気兼ねす
ること≫≪他の母親との繋がりが少ないこと≫の
3つのサブカテゴリから構成されていた。以下、記
録単位数が多い順にサブカテゴリを示す。
≪日常生活のサポート者が近くにいないこと≫
[12記録単位:54.5%]では、実家が遠方もしくは実
母が高齢で子どもを預かってもらえないことが挙
げられた。また、近年においては、新型コロナ感染
症の影響を受け、里帰りできない、かつ県外出身
で周りに知り合いがいないことが挙げられた。さ
らに、より身近な存在である夫は、妻が大変そう
にしている姿を見て、何か手伝いたいと思ってい
るが、どのように家事・育児を手伝えばよいのか
わからず、妻は夫からのサポートが不足している
状況にあることが挙げられた。
≪周りに手伝ってもらうことを気兼ねすること≫	
[5記録単位:22.7%]では、産後の母親は、出産前と
同じように家事ができないことを夫に対して申し
訳ないと思い、家事や育児を手伝ってもらいたく
ても、気兼ねして言えないことが挙げられた。また、
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表 母子保健コーディネーターが捉える母親の悩み 

 

カテゴリ サブカテゴリ 記録単位
記録
単位数

カテゴリ内に
占める割合

日常生活のサポート者が近くにいないこと

・核家族により日常生活のサポート者が近くにいない

・周りからのサポートが得られず、育児が嫌になる
・里帰りができず、児を預けられない
・県外出身であるため、周りに知り合いがいない（ ）

・実家が遠方のため、実母からのサポートが得られない
・夫からのサポートが得られない

・実母が高齢であるためサポートが得られない

周りに手伝ってもらうことを
気兼ねすること

・直接誰かに相談しづらい
・母子保健コーディネーターに電話相談しにくい
・母子保健コーディネーターに悩みを打ち明けにくい
・自ら助けを求めにくい
・母子保健コーディネーターの支援に身を任せてしまう

他の母親との繋がりが少ないこと

新型コロナウイルス感染症の影響により

・対面での母親学級が受けられない
・自身が感染することを懸念し、集団での母親学級に
　行くのが怖い
・母親同士の繋がりをもつ機会が少ない
・仲間づくりの機会がない
・子育て事業に参加しても、距離を保つ必要があるため、
　他の母親と関わりにくい

授乳が不慣れであること

・母乳が足りないと感じる
・混合栄養から人工栄養や母乳栄養に切り替えにくい
・児の体重が増加しているかどうかが気になる
・児が母乳を上手く飲んでくれない
・授乳量が分からない
・授乳分泌不良により授乳が上手くいかない
・授乳をしても児が泣き止まない
・乳首を上手くくわえさせることができない
・授乳の姿勢がわからない
・母乳の分泌が悪い
・乳腺炎を起こしている

児との関わりかたがわからないこと

・児を抱っこする時に力が入ってしまう
・児とどのように遊べばよいのか分からない

・今までに児と関わった経験がない
・児との触れ合いかたがわからず、児に触れられない

人以上の子育てが大変であること
・我が子 人が同時に泣かれることで精神的に不安定になる

・ 人の児を育てることは大変である

児の健康状態が気になること
・児が寝ている時の鼻の音が気になる
・児の便秘が気になる

妊娠前から精神的問題を抱えていること

・ 代の頃、不登校であった

・心療内科の受診歴がある
・過去に気分障害の既往がある
・過去に自律神経失調症の既往がある
・過去 週間に不定愁訴がある

・現在も精神疾患を抱え、心療内科を受診している
・場に適した服装を着ることが苦手である
・会話するときに目を合わせて会話することが苦手である
・母子保健コーディネーターの質問に対し適切に答えること
　が苦手である

上の親子と我が家の状況の違いに

落ち込むこと

・ 上の児と我が子を比較し、不幸や寂しさを感じる

・ 上の児と我が子を比較し、自己肯定感が下がる

・ 上の家族と我が家を比較し、落ち込んでしまう

・ 上の出産と自分の出産を比較し、上手な出産では

　なかったと罪悪感や敗北感がある
・ 上の可愛く笑っている児と我が子を比較し、我が子は

　いつも泣いていて、可愛くないと感じる
・ をみては不安になる

・ から育児を取り入れたものの、実母と意見がすれ違う

周りとの新たな関係を構築する中で
情緒不安定になること

・夫に八つ当たりしてしまう
・産後、夫が側にいても孤独を感じる
・実母と育児の意見がすれ違い衝突した
・周りの人々の何気ない一言に深く傷ついた

身近な人々から
家事や育児のサポートを
受けることが難しいこと

子育てに
不慣れであること

母親になることに対し
プレッシャーを
感じていること

表1　対象者の背景
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母子保健コーディネーターなどの第三者に対して
も、直接相談することに抵抗があること、悩みを
打ち明けにくいことが挙げられた。
≪他の母親との繋がりが少ないこと≫[5記録単

位:22.7%]では、新型コロナウイルス感染症の影
響に伴い、対面での母親学級が受けられないこと
や集団での母親学級に行くことを控えることから、
母親同士の繋がりをもつ機会が少ないことが挙げ

られた。一方で、参加した場合においても母親同
士の距離を保つ必要があるため、他の母親と関わ
りにくいことが挙げられた。

2-2 【子育てに不慣れであること】

母親の悩みは【子育てに不慣れであること】であ
ると母子保健コーディネーターは捉えている。具
体的な相談内容は、≪授乳が不慣れであること≫
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・母子保健コーディネーターに電話相談しにくい
・母子保健コーディネーターに悩みを打ち明けにくい
・自ら助けを求めにくい
・母子保健コーディネーターの支援に身を任せてしまう

他の母親との繋がりが少ないこと

新型コロナウイルス感染症の影響により

・対面での母親学級が受けられない
・自身が感染することを懸念し、集団での母親学級に
　行くのが怖い
・母親同士の繋がりをもつ機会が少ない
・仲間づくりの機会がない
・子育て事業に参加しても、距離を保つ必要があるため、
　他の母親と関わりにくい

授乳が不慣れであること

・母乳が足りないと感じる
・混合栄養から人工栄養や母乳栄養に切り替えにくい
・児の体重が増加しているかどうかが気になる
・児が母乳を上手く飲んでくれない
・授乳量が分からない
・授乳分泌不良により授乳が上手くいかない
・授乳をしても児が泣き止まない
・乳首を上手くくわえさせることができない
・授乳の姿勢がわからない
・母乳の分泌が悪い
・乳腺炎を起こしている

児との関わりかたがわからないこと

・児を抱っこする時に力が入ってしまう
・児とどのように遊べばよいのか分からない

・今までに児と関わった経験がない
・児との触れ合いかたがわからず、児に触れられない

人以上の子育てが大変であること
・我が子 人が同時に泣かれることで精神的に不安定になる

・ 人の児を育てることは大変である

児の健康状態が気になること
・児が寝ている時の鼻の音が気になる
・児の便秘が気になる

妊娠前から精神的問題を抱えていること

・ 代の頃、不登校であった

・心療内科の受診歴がある
・過去に気分障害の既往がある
・過去に自律神経失調症の既往がある
・過去 週間に不定愁訴がある

・現在も精神疾患を抱え、心療内科を受診している
・場に適した服装を着ることが苦手である
・会話するときに目を合わせて会話することが苦手である
・母子保健コーディネーターの質問に対し適切に答えること
　が苦手である

上の親子と我が家の状況の違いに

落ち込むこと

・ 上の児と我が子を比較し、不幸や寂しさを感じる

・ 上の児と我が子を比較し、自己肯定感が下がる

・ 上の家族と我が家を比較し、落ち込んでしまう

・ 上の出産と自分の出産を比較し、上手な出産では

　なかったと罪悪感や敗北感がある
・ 上の可愛く笑っている児と我が子を比較し、我が子は

　いつも泣いていて、可愛くないと感じる
・ をみては不安になる

・ から育児を取り入れたものの、実母と意見がすれ違う

周りとの新たな関係を構築する中で
情緒不安定になること

・夫に八つ当たりしてしまう
・産後、夫が側にいても孤独を感じる
・実母と育児の意見がすれ違い衝突した
・周りの人々の何気ない一言に深く傷ついた

身近な人々から
家事や育児のサポートを
受けることが難しいこと

子育てに
不慣れであること

母親になることに対し
プレッシャーを
感じていること

表2　母子保健コーディネーターが捉える母親の悩み
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≪児との関わりかたがわからないこと≫≪2人以
上の子育てが大変であること≫≪児の健康状態が
気になること≫の4つのサブカテゴリから構成さ
れていた。以下、記録単位数が多い順にサブカテ
ゴリを示す。
≪授乳が不慣れであること≫[11記録単位:52.4%]

では、初産婦、経産婦に関わらず母乳不足感を抱
いており、“母乳だけで大丈夫だろうか”“赤ちゃ
んが泣き止まない”等と訴えてくることが挙げら
れた。特に、初産婦は、「子どもが泣く＝母乳不足」
と考える傾向にあることや授乳の姿勢がわからな
い、乳首を上手くくわえさせることができないな
どと初めて授乳を経験するためにより悩みが多岐
にわたっていることが特徴として挙げられていた。
さらに、母親は乳腺炎などの乳房トラブルへの対
応が分からないことが挙げられた。
≪児との関わりかたがわからないこと≫[6記録

単位:28.6%]では、児との触れあい方がわからず、
我が子に触れられない、児との遊び方がわからな
いことが挙げられた。
≪2人以上の子育てが大変であること≫[2記録

単位:9.5%]では、子ども2人が同時に泣かれるこ
とで精神的に不安定になることが挙げられた。
≪児の健康状態が気になること≫[2記録単

位:9.5%]では、児が寝ている時の鼻の音など児の
少しの変化に対して異常ではないかと気になるこ
とが挙げられた。

2-3 【母親になることに対しプレッシャーを感じ

ていること】

母親の悩みは【母親になることに対しプレッ
シャーを感じていること】であると母子保健コー
ディネーターは捉えている。具体的な相談内容
は、≪妊娠前から精神的問題を抱えていること≫	
≪SNS上の親子と我が家の状況の違いに落ち込
むこと≫≪周りとの新たな関係を構築する中で情
緒不安定になること≫の3つのサブカテゴリから
構成されていた。以下、記録単位数が多い順にサ
ブカテゴリを示す。
≪妊娠前から精神的問題を抱えていること≫[9

記録単位:42.9%]では、気分障害、自律神経失調症、
自傷行為の他、近年は、心療内科へのハードルが
低くなったためか、職場での人間関係の問題やカ

ウンセリング目的などで心療内科を受診している
といった妊娠前から精神的問題を抱えているもし
くは心療内科の受診既往があることが挙げられた。
≪SNS上の親子と我が家の状況の違いに落ち
込むこと≫[8記録単位:38.1%]では、SNS上の可
愛く笑っている児を見ると、我が子はどうして笑
わないのかとSNS上の児と我が子を比較して不
幸せや寂しさを感じていることやSNS上の出産
と比べ、自分が上手な出産でなかったと敗北感を
感じていることが挙げられた。さらに、SNSから
育児を取り入れ、実母と意見がすれ違い、落ち込
むことが挙げられた。
≪周りとの新たな関係を構築する中で情緒不安
定になること≫[4記録単位:19.0%]では、周りの
人々からの授乳や育児に対する何気ない一言で深
く傷ついていること、実母と育児方法の違いで喧
嘩することが挙げられた。さらに、夫との関係に
おいても同様であり、明確な理由はないが、出産
した途端パートナーとの関係も変わった気がする
ことや夫が側にいても1人孤独な感じがすること
が挙げられた。

IV. 考察

本研究において、母子保健コーディネーターが
捉える母親の悩みは【身近な人々から家事や育児
のサポートを受けにくいこと】、【子育てに不慣れ
であること】【母親になることに対しプレッシャー
を感じていること】の3つのカテゴリに集約された。
その内容は多種多様であった。その中で、各カテ
ゴリ内において大きな割合を占めていたサブカテ
ゴリは、≪日常生活のサポート者が近くにいない
こと≫、≪授乳が不慣れであること≫、≪妊娠前
から精神的問題を抱えていること≫、≪SNS上の
親子と我が家の状況の違いに落ち込むこと≫の4
点であった。これらの悩みに対し、母子保健コー
ディネーターが相談役となり、実際に支援を行っ
ている。A市の現状としては、人口は約40万人、毎
年約3000人の子どもが生まれるのに対し、母子保
健コーディネーター8名の支援体制である（宮崎
市,2022）。このことから、母親の悩みに対し、現体
制で対応できているのかという視点で考察した。



14 南九州看護研究誌 Vol.20 No.1（2022）

1. 母親になることに対しプレッシャーを感じて

いる母親への支援

育児に関わる母親の不安は、少しの心配事から
自分を否定するような深刻なものまである。その
不安を軽減するために、近年の子育て中の母親の
多くは、SNSを使用し、子育てに関する情報収集
や自身の子育ての状況を共有している。中島ら
（2020）の調査において、子育て中の母親の75%が
SNSを利用して、子育てに関する情報収集をして
いたことから、子育て中の母親にとってSNSが身
近な情報収集のツールとなっていることが分かる。
一方で、今回の研究では、SNS上の情報を見るこ
とで心理的ストレスを生じる可能性がある事が分
かった。厚生労働省の「授乳・離乳支援ガイド」の
普及啓発のために行った調査研究においても、同
様に、母親達は、授乳や離乳についての困りごと
に対してSNSを利用して情報収集を行っていたが、
その際に有益な情報の取捨選択に苦労したり、自
身と他人とを比較して、よりいっそう不安が募っ
たりした母親がいることを報告している（株式会
社キャンサースキャン,2020）。以上のことを踏ま
え、子育て中の母親がSNS利用に伴う負の影響を
過度に受けることなく子育ての方法を確立するこ
とができるよう支援していく必要があると考える。
現状としては、母子保健コーディネーターがSNS
により心の疲れを生じた母親の相談役となってい
るものの、効果的な支援を見出せず、困難な状況
であったため、SNSの負の影響を受ける前に、対
応が必要であると考えるが、母子保健コーディネー
ターからの支援のみでは限界がある。そのため、
病院や地域の助産師等の地域の専門職も共に母親
達の個々の悩みに対応できる体制の構築をさらに
進める必要があると思われる。
加えて、現在、日本では、妊婦健診や母子健康手

帳交付時に精神的問題の有無や程度を判断してい
る。日本産婦人科医会（2020）の調査では、調査対
象の産科医療機関全体の57%の機関がメンタルヘ
ルスの支援が必要な妊産婦の増加を認識している
と報告している。今回の調査においても、母子保
健コーディネーターが対応している母親の1割程
度は妊娠前から精神的問題を抱えていることが
分かった。さらに、Liberto（2012）は、産後の女性

は精神的不調があっても、自ら助けを求めない傾
向があることを明らかにしている。これらから妊
娠前からの予防的介入の重要性が示唆される。だ
が、国内では、「妊娠前にメンタルヘルスを整える」
意識は浸透していない（日本精神神経学会,2022）。
そのため、プレコンセプションケアをはじめとす
る妊娠前からのメンタルヘルスケアの体制整備が
必要であると考える。しかし、母子保健コーディ
ネーターに、メンタルヘルスの予防的介入を産前
から求めることはできない。そのため、妊娠前か
ら精神科や産婦人科がメンタルヘルスの予防的介
入を行い、妊娠期から産褥期において精神科、産
婦人科、地域の母子保健コーディネーターとの連
携をより強化していく必要があると思われる。

2. 身近な人々から家事や育児のサポートを受

けにくい母親への支援

日本社会においては、里帰り出産という文化が
あり、それによって親としての発達が促されると
いうことがあったが、及川ら（2022）は、実家が、子
どもの世話をしたり、家事の手伝いをしたりとい
う子育てのサポートの役割を果たせなくなってい
ると報告している。今回の調査結果においても同
様であり、核家族により実家からのサポートが受
けにくい上に、夫と上手く子育てを協働できてい
ない傾向にあることが分かった。山口ら（2014）は
妻が夫婦でともに育児を行っていると感じること
ができるような夫の育児行動が妻の育児負担感の
軽減に繋がることを報告している。このことから、
妻は夫に対して同じ「当事者」として親役割を果
たしてくれることを求めていると考えられる。一
方で、内閣府（2021）は、20-30代の男性は、「共働き
であっても男性は家庭よりも仕事を優先するべき
である」と無意識に思いこむ傾向にあることを報
告している。現代の夫と妻では、元来備わってい
る家事の能力に差があることにより、産後におい
ても妻の負担が大きくなる家庭があるのが現状で
ある。このような背景を考慮しながら、母子保健
コーディネーターが産後の生活変容に向けた支援
をしていくには限界がある。そのため、成人期ま
でに性別にとらわれない基礎的な家事能力を身に
つけ、夫も仕事と家庭内での役割を負担なく担う
ことができるよう支援する必要があると考える。
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3. 子育てに不慣れな母親への支援

電話相談内容から産後の4ヵ月までの育児中の
母親の実態を捉えた渡邊ら（2018）は産後4ヵ月ま
での育児中の母親は授乳に関する困りごとを訴え
ていること、自分の育児行動の妥当性を確認して
いることを報告している。今回の調査においても、
先行研究と同様の内容であり、産後の母親は多岐
にわたる授乳の悩みを抱えていたことが分かった。
Riordan（2005）は、産後数週間は、母乳が足りない
のではないかと不安になり、人工乳を足したり、
母乳育児を諦めてしまったりする母親が多いと報
告している。一般的に、乳汁は産後2~3日目によ
うやく分泌し始めるため、退院する産後5日目ま
でに母乳育児を確立することは困難な状況にある。
退院後も、乳汁分泌量は増えているものの、母親は、
「母乳が足りない」と感じる（以下、母乳不足感）な
どの悩みを抱え、母乳育児を継続することに困難
を抱いている。これらの理由から、世界保健機関
（WHO）/国連児童基金（UNICEF）（2018）による
The	ten	steps	to	successful	Breastfeeding(2018)
の臨床における必須実践には、退院後の母乳育児
支援の調整の必要性に加え、母乳不足感や上手く
乳房を児にくわえさせられないといった、よくあ
る困難に対する対処への支援の必要性が追記され
た。現状では、母子保健コーディネーターが授乳
に関する悩みの相談役となり、必要時、地域の助
産師に繋いでいる。しかし、母子保健コーディネー
ター全員が助産師の資格を持っているわけではな
く、授乳に対する専門的な知識を提供するにも限
界がある。そのため、地域の助産師が母親の母乳
育児で生じている困りごとに対応するとともに、
乳房のケアを定期的に行い、母親の授乳の苦痛や
不安の軽減を行うことを求めていると考える。こ
のような地域の助産師の定期的な介入を産後2ヵ
月までに構築する必要があると思われる。
以上のような支援を全ての妊産婦に行うことが
ポピュレーションアプローチであると考えるが、
A市の現状では、全ての母親に対して母子保健コー
ディネーターが支援することは負担が大きいと考
える。そのため、自治体は母子保健コーディネー
ターの人材確保や身分保障を行うといった対応を
行い、1組1組の親子と顔の見える関係を築いた母

子保健コーディネーターを中心に、地域の妊娠・
育児を支援する専門職と共に、母親らを孤立させ
ない支援体制を地域一体で整える必要があると思
われる。
本研究の限界は、本研究はA市の3名という、限
られた子育て世代包括支援センターの母子保健
コーディネーターの語りから得られた結果である
ために、一般化することができない点である。だ
が、母子保健コーディネーター総勢8名のうち、勤
務経験の長い3名に聴取できたことからA市の子
育て世代包括支援センターの実態が把握できたと
考える。

V. 結語

母親の悩みの実態は、多種多様であった。母子
保健コーディネーターが捉える母親の悩みは、【身
近な人々から家事や育児のサポートを受けにくい
こと】、【子育てに不慣れであること】【母親になる
ことに対しプレッシャーを感じていること】であっ
た。その中において、≪SNS上の親子と我が家の
状況の違いに落ち込む≫、≪妊娠前から精神的問
題を抱えている≫、≪日常生活の援助者が近くに
いない≫、≪授乳が不慣れである≫の4点がより
大きな悩みであった。一方で、母親を支援する母
子保健コーディネーターの人的資源は不足してお
り、国が求める全ての妊婦・親子を対象とした妊
娠期から子育て期にわたる支援体制の整備が喫緊
の課題であることが示唆された。
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